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高等学校等就学支援金高等学校等就学支援金高等学校等就学支援金高等学校等就学支援金のののの加算加算加算加算についてについてについてについて

新緑の候、保護者各位には平素、本校の教育振興にご理解、ご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。

さて、ご承知のとおり、昨年４月から国の就学支援金制度がスタートいたしました。

就学支援金は、月額月額月額月額９９９９，，，，９００９００９００９００円円円円（（（（年額年額年額年額１１８１１８１１８１１８，，，，８００８００８００８００円円円円））））を基本とし、保護者の所

得に応じて、下記の条件に該当する場合には届出により加算されます。

４月～６月分は提出済みの２２年度分市（町村）県民税額にもとづき加算支給され

ていますが、7月分～３月分は２３年度分市（町村）県民税額によってあらためて審

査いたします。

つきましては、現在課税証明書を提出されている方で、7月分以降も引き続き加算

要件を満たす方と新たに加算要件に該当する方は、市町村の発行する２３２３２３２３年分課税証年分課税証年分課税証年分課税証

明書明書明書明書（（（（世帯全員世帯全員世帯全員世帯全員））））（（（（ほとんどのほとんどのほとんどのほとんどの自治体自治体自治体自治体はははは6666月月月月1111日以降発行日以降発行日以降発行日以降発行））））とととと加算支給加算支給加算支給加算支給にににに関関関関するするするする届出書届出書届出書届出書

を６６６６月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金））））までに、本校事務室までご提出ください。

※所得が無い場合でも０円と表示されるよう申告してください。（（（（＊＊＊＊マークマークマークマーク表示不可表示不可表示不可表示不可））））

記

①両親両親両親両親とも市町村民税の所得割額所得割額所得割額所得割額が非課税非課税非課税非課税の場合

（年収約２５０万円未満程度）

就学支援金額就学支援金額就学支援金額就学支援金額 月額月額月額月額１９１９１９１９，，，，８００８００８００８００円 年額円 年額円 年額円 年額２３７２３７２３７２３７，，，，６００６００６００６００円円円円

②両親両親両親両親の市町村民税の所得割額所得割額所得割額所得割額の合算合算合算合算が１８１８１８１８，，，，９００９００９００９００円以下円以下円以下円以下の場合

（年収約２５０万円～３５０万円未満程度）

就学支援金額就学支援金額就学支援金額就学支援金額 月額月額月額月額１４１４１４１４，，，，８５０８５０８５０８５０円 年額円 年額円 年額円 年額１７８１７８１７８１７８，，，，２００２００２００２００円円円円

注）保護者が両親以外の場合はその者の所得による。

注）年収はおおよその目安であり加算の判断は市町村民税市町村民税市町村民税市町村民税のののの所得割額所得割額所得割額所得割額による為、

必ず申告されて、その額がわかるものをご提出ください。

注）①について本校は月額月額月額月額１７１７１７１７，，，，００００００００００００円円円円が上限となります。

（（（（月額納付金月額納付金月額納付金月額納付金のうちのうちのうちのうち授業料部分授業料部分授業料部分授業料部分はははは17171717,,,,000000000000円円円円のためのためのためのため））））


